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祭
神
の
吉
備
津
彦
命
と
は
ど
ん
な
神
様
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

そ
れ
は
遙
か
西
暦
三
〇
〇
年
の
頃
、
大
和
朝

廷
が
全
国
を
統
一
し
つ
つ
あ
る
古
墳
時
代
に
、

第
十
代
崇す
じ
ん神
天
皇
の
命
を
受
け
、
第
七
代
孝こ
う
れ
い霊

天
皇
の
第
三
皇
子
で
あ
る
吉
備
津
彦
命
が
朝
廷

の
軍
勢
を
率
い
て
西
道
（
吉
備
国
）
に
赴お
も
む
き
、

当
時
の
有
力
な
豪
族
で
あ
っ
た
蟹か
に
た
け
る

梟
帥
を
征
伐

し
て
、
こ
の
国
を
平
定
さ
れ
た
。

　

蟹
梟
帥
は
後
の
当
県
が
発
祥
の
地
と
さ
れ
る

桃
太
郎
伝
説
の
温う

ら羅
（
鬼
）、
吉
備
津
彦
命
は
桃

太
郎
に
例
え
ら
れ
、
桃
太
郎
の
昔
話
と
し
て
成

立
し
て
い
る
。

　

吉
備
津
彦
命
は
吉
備
国
を
平
定
後
、
武た
け
ぬ
な
か
わ

渟
川

別わ
け

（
崇
神
天
皇
の
命
を
受
け
東
海
道
を
平
定
し

た
四
道
将
軍
の
一
人
）
と
共
に
出
雲
国
造
の
祖

で
あ
る
出い
ず
も
の
ふ
る
ね

雲
振
根
を
討
ち
そ
の
後
、
出
雲
国
も

大
和
朝
廷
の
支
配
下
と
な
っ
た
。

　

平
定
任
務
を
終
え
た
吉
備
津
彦
命
は
、
こ
の

地
を
お
気
に
召
し
吉
備
津
に
居き
ょ

を
構
え
、
常
に

国
内
を
巡
っ
て
、
作
物
の
生
育
を
細
か
に
視
察

さ
れ
、
民
衆
に
様
々
な
技
術
を
教
え
た
事
に
よ

り
、
吉
備
津
彦
命
は
吉
備
国
の
民
衆
か
ら
讃た
た

え

ら
れ
、
二
八
一
歳
の
長
寿
を
保
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

そ
の
後
、
吉
備
津
彦
命
を
祀
る
吉
備
津
神
社

が
建
立
さ
れ
、
貞
和
六
年
（
１
３
５
０
）
に
吉

備
津
神
社
か
ら
吉
備
津
彦
命
を
当
社
に
勧
請
し

て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
吉
備
津
彦
命
の
偉
業

総代就任奉告祭後に社殿前に集合する宮司と総代
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コ
ロ
ナ
禍
で
の
秋
ま
つ
り

　

八
月
二
十
二
日
に
役
員
会
を
開
催
し

て
今
年
の
秋
祭
り
に
つ
い
て
協
議
し
た

結
果
、岡
山
県
に
九
月
十
二
日
ま
で
「
ま

ん
延
防
止
等
特
別
措
置
（
後
に
緊
急
事

態
宣
言
）
が
発
令
さ
れ
て
お
り
、
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
が
懸
念
さ
れ
る

た
め
、
昨
年
に
引
き
続
き
本
年
も
や
む

な
く
神
幸
祭
を
中
止
し
、
秋
季
大
祭
の

一
部
を
変
更
す
る
事
と
な
り
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

　

尚
、
神
幸
祭
は
中
止
し
ま
す
が
、
秋

季
大
祭
に
ご
参
拝
の
氏
子
の
皆
さ
ん
に

二
基
の
神み
こ
し輿
を
ご
覧
頂
き
た
く
、
境
内

に
特
別
展
示
致
し
ま
す
。

七五三詣り
本年は下記の年齢の子供が七五三です。ご祈祷は随時奉仕
致しておりますが、予約をお願致します。

３歳　平成 31 年・令和元年生　男・女
５歳　平成 29 年生　男
７歳　平成 27 年生　女
七五三詣りは「かぞえ年」で行うのが本義ですが、諸事情により「満年齢」
でもお参りされています。

　

10 月 16 日（土）
午前 10 時
鶴﨑神社秋季大祭（供膳祭）
例年通り執行しますが、奉仕は総代のみ
境内に神輿２基を特別展示（午後 7 時
30 分まで）
午後 7 時
八幡神社秋季大祭
例年通り執行
表参道提灯点灯
境内に露店の出店あり（午後 5 時〜 9 時）

10 月 17 日（日）
神幸祭は中止

鶴﨑神社大祭神札は幹事さんを通じ、例
年通り全氏子に配布致します。

秋季大祭の予定

　

令
和
元
年
に
竣
工
し
た
参
集
殿
の
神

殿
に
御み

す簾
と
鶴
丸
紋
の
門も
ん
ち
ょ
う帳
を
取
り
付

け
て
装
飾
を
施
し
ま
し
た
。

　

神
殿
に
は
天
照
大
御
神
と
鶴
﨑
神
社

の
分
霊
を
お
祀
り
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

暑
い
時
や
寒
い
時
に
は
エ
ア
コ
ン
完
備

で
、
ご
祈
祷
や
神
道
家
の
霊
祭
も
ご
奉

仕
で
き
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
お

申
し
出
下
さ
い
。

　

祈
祷
所
は
椅
子
席
で
二
十
名
程
度
収

容
す
る
事
が
可
能
で
す
。

神
殿
を
調
度
品
で
装
飾

調
度
品
で
装
飾
さ
れ
た
参
集
殿
神
殿

秋祭り当日境内に展示予定の２基の神輿

Turusaki
Shinto  Shrine

　
　

略
記
を
増
刷

　

当
社
略
記
の
内
容
と
写
真
を
一
部
刷

新
し
て
増
刷
し
ま
し
た
。
ご
朱
印
の
方

に
は
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。

　

ご
入
用
の
方
は
お
申
し
出
下
さ
い
。
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【
質
問
】

　

神
社
で
ご
祈
祷
を
受
け
る
と
き
の
作

法
に
は
、
立り
ゅ
う
れ
い礼
と
坐ざ
れ
い礼
の
二
種
類
が
あ

り
、
立
札
の
場
合
に
は
、
祈
願
者
は
胡こ

床し
ょ
うな
ど
の
腰
掛
け
を
用
い
、
坐
礼
の
場

合
に
は
正
座
を
し
ま
す
。

　

お
祓
い
を
受
け
る
と
き
や
、
神
職
が

祝
詞
を
奏
上
す
る

際
に
は
、
立
礼
で

は
起
立
を
し
ま
す

が
、
坐
礼
で
は
正

座
の
ま
ま
で
頭
を

下
げ
ま
す
。

　

服
装
に
つ
い
て
は
神
前
で
す
の
で
、

短
パ
ン
や
Ｔ
シ
ャ
ツ
、
ノ
ー
ス
リ
ー
ブ

な
ど
あ
ま
り
ラ
フ
な
衣
類
は
避
け
、
清

潔
で
華
美
に
な
ら
な
い
よ
う
に
心
掛
け

ま
し
ょ
う
。

　

正
座
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ

り
ま
す
が
、
現
在
の
よ
う
な
座
り
方
が

　

神
社
で
ご
祈き
と
う祷
を
受
け
る
際
に
は
、

ど
の
よ
う
な
作
法
で
行
う
の
が
良
い
で

し
ょ
う
か
。

【
答
え
】 神

道
Ｑ
＆
Ａ

正
座
と
し
て
定
着
し
て
く
る
の
は
、
そ

う
古
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
畳
敷
の
部

屋
の
普
及
に
よ
っ
て
、
一
般
的
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
は
、
胡あ

ぐ
ら座
や

片
膝
立
て
な
ど
が
座
り
方
の
基
本
だ
っ

た
よ
う
で
、
当
時
の
絵
巻
物
や
塑そ
ぞ
う像
な

ど
か
ら
窺う
か
がう
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

正
座
を
す
る
と
自お
の

ず
か
ら
心
身
と
も

に
引
き
締
ま
っ
た
気
持
ち
と
な
り
ま
す
。

正
座
は
、
改
ま
っ
た
席
や
晴
れ
の
舞
台

へ
と
進
み
出
る
際
の
心
構
え
を
要
求
す

る
座
り
方
で
す
。

　

ま
た
、
畏か
し
こま
る
と
い
う
姿
を
表
わ
す
上

で
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
、
現

在
の
形
が
正
座
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
と
も
い
え
ま
す
。　

す
ぐ
に
立

ち
上
が
っ
て

動
作
を
す
る

上
で
も
便
利

な
姿
勢
で
あ

り
、
神
様
に

奉
仕
す
る
神

職
や
ご
祈
祷
を
受
け
る
の
に
適
し
た
座

り
方
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
、
洋
間
の
普
及
に
よ
り
、
家
庭

で
正
座
を
す
る
機
会
が
少
な
く
な
り
ま

し
た
が
こ
の
美
し
い
座
り
方
を
忘
れ
た

く
は
な
い
も
の
で
す
。

〈
ご
祈
祷
を
受
け
る
作
法
〉

奉  

納  

品

祭
神
の
御
神
号
（
額
入
り
）

大
分
市
城
南
北
町

書
廊　

弥
栄

書
芸
家　

松
本　

重
幸
氏

大
麻
飾
り

（
松・二
重
叶
結
び・祈
水
晶
）

勝
田
郡
勝
央
町　

輝
魂
セ
ラ
ピ
ー

　

代
表　

光
井　

美
穂
氏

大
麻
飾
り
　
八
紘
一
宇

　
　
　
　（
菊
・
二
重
叶
結
び
・
祈
水
晶
）

臼
杵
市
野
津
町　

太
真
道

大
麻
飾
り
職
人　

秋
田　

真
介
氏

円
座

都
窪
郡
早
島
町　

株
式
会
社
永
原
兼
太
郎
商
店

　
代
表
取
締
役 

永
原　

耕
吉
氏
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祭
事
暦

十
月
十
六
（
土
）

　
［
午
前
十
時
］鶴
﨑
神
社
秋
季
大
祭【
供
膳
祭
】

　
　
　
　
　
　

 

神
輿
の
展
示
あ
り

　
［
午
後
七
時
］八
幡
神
社
秋
季
大
祭（
露
店
あ
り
）

十
一
月
十
五
日
を
中
心
に
　
七
五
三
祈
祷

十
一
月
二
十
三
日
（
火
）　

　
［
午
後
二
時
］
新
穀
感
謝
祭

一
月
二
日
（
日
）［
午
後
二
時
］　

年
始
祭　

毎
月
一
日
［
午
前
九
時
］　

月
次
祭

※
月
次
祭
は
ど
な
た
で
も
参
列
出
来
ま
す
の　

　

で
、
お
誘
い
合
わ
せ
ご
参
拝
下
さ
い
。

　

当
社
で
は
左
記
に
よ
り
随
時
ご

奉
仕
致
し
て
お
り
ま
す
。

♦
家
内
安
全
・
交
通
安
全
・
初
宮

　

詣
・
七
五
三
詣
・
厄
除
・
九
星

　

災
難
消
除
・
安
産
・
当
病
平
癒
・

　

学
業
成
就
・
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
移
清
祓
・

　

埋
井
祭
・
改
装
清
祓
・
解
体
清

　

祓･

神
葬
祭
・
霊
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連

絡
下
さ
い
。

諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

　

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日
、
拝
殿
に

お
い
て
総
代
が
一
人
ず
つ
玉
串
を
捧
げ

て
総
代
就
任
奉
告
祭
を
執
行
し
、
今
後

四
年
間
の
総
代
の
安
寧
と
神
社
の
発
展

を
祈
っ
た
。

総
代
の
就
任

引
き
続
き
参
集
殿
に
お
い
て
総
代
会
を

開
催
し
、
総
代
就
任
と
責
任
役
員
の
選

任
が
行
わ
れ
、
責
任
役
員
全
員
の
留
任

が
決
ま
っ
た
。

　

総
代
長
は
改
選
要
項
に
よ
り
、
早
島

地
区
の
大
森
茂
氏
、
副
総
代
長
は
倉
敷

地
区
の
古
家
野
茂
基
氏
、
会
計
は
永
原

耕
吉
氏
、
監
事
は
早
島
地
区
か
ら
上
田

伸
一
氏
、
倉
敷
地
区
か
ら
野
崎
博
明
氏

が
そ
れ
ぞ
れ
留
任
し
た
。

　

当
社
の
責
任
役
員
及
び
総
代
の
任
期

は
神
社
規
則
で
四
年
と
定
め
ら
れ
て
い

る
の
で
、
今
後
四
年
間
氏
子
の
代
表
と

し
て
神
社
の
祭
祀
や
行
事
に
参
画
し
、

大
い
に
活
躍
頂
き
た
い
。


